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五所川原市民憲章

　わたしたちのまち五所川原市は霊峰岩木山を望み、津軽平野を潤し十三湖へ流れる岩木

川の恵みに育まれ、豊かな地域資源と長い歴史を誇ってきました。

　わたしたち市民は、先人たちの不撓不屈の精神によりつくりあげられた歴史と伝統を受

け継ぎ、共に支えあい開かれた平和なまちをつくるため、ここに市民憲章を制定します。

　　　　１　夢と志をもち、発展する郷土をつくります。

　　　　１　郷土に誇りをもち、文化のかおるまちをつくります。

　　　　１　学びを続け、健やかで潤いのあるまちをつくります。

　　　　１　自然を大切にし、美しく住みよいまちをつくります。

　　　　１　きまりを守り、互いに助け合い安全なまちをつくります。古
紙
配
合
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生
紙
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用

■編集発行　五所川原市役所総務部総務課　〒037―8686 五所川原市字岩木町12番地　☎35―2111
■五所川原市ホームページ　http://www.city.goshogawara.lg.jp/

本年も皆様にとって

　　最良の一年となりますように


